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　このてびきには、近畿大学奨学生に必要な事項が記載されていますので、必
ず熟読のうえ内容を理解してください。また、本書は長期にわたって使用しま
すので、紛失しないよう保管に注意してください。万一紛失したときは、直ち
に再交付を願い出てください。

̶　23　̶

願・届出等の記録

年 月 日 願 ・ 届 出 の 内 容

　このてびきには、近畿大学奨学生に必要な事項が記載されていますので必
ず熟読のうえ内容を理解してください。また、本書は長期にわたって使用し
ますので、紛失しないよう保管に注意してください。万一紛失したときは、
直ちに再交付を願い出てください。

（個人情報の取扱について）
　願・届出で取得した情報は奨学金管理および返還業務に利用されます。こ
の目的の適正な範囲内において、提供された情報が、業務委託先に必要に応
じて提供されます。
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　奨学金申込冊子の配付手続き期間は、毎年３月下旬から４月上
旬（予定）です。

奨学金は１年１回奨学生本人の口座に振り込まれます。

（3）

（4）

（5）

（1）

（2）

在 学 時 の 諸 注 意

奨 学 金 貸 与 条 件

　この奨学金は、本学に在学する学生のうち、経済的理由により修学
が困難な学生に対し、学資の一部を貸与して学業を継続させることを
目的としています。
　あなたは、多くの希望者のなかから選ばれて本学の奨学生となりま
した。今後は健康に留意し、奨学生にふさわしい生活態度で、あらゆ
る困難に屈することなく学業に励んでください。

１．奨学金の貸与

　期間を過ぎるとお渡しできませんので、次年度以降も奨学金を
希望する場合は、注意してください。
奨学生の募集は毎年４月上旬（予定）に行います。

　必要に応じて申込冊子の配付期間・募集時期や金額を変更する
ことがあります。

　奨学金は単年度（採用年度）限りで、全学生（大学院・学部・
短期大学）60万円、薬学部（医療薬学科）生80万円を貸与します。
（次年度以降も希望するときは、毎年申込しなければなりません）

※通帳と印鑑等の保管管理に気をつけてください。万一、紛失
した場合は、直ちに銀行に届けて他人が引き出せないようにし
てください。

̶　1　̶
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2 ．奨学金の採用手続
（1） 奨学生として採用が内定したときは、所定の『奨学金借用証書』
　  を提出しなければなりません。
　　  なお、奨学金を借用するには ２ 名の連帯保証人が必要で、それ
　  ぞれ※印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
　     また、これらの書類等を提出しないときは、採用内定が取消さ
　 れます。なお奨学金の貸与を辞退される場合は、「採用内定に伴
　 う諸手続き書類」を受理後、大至急「辞退届」を提出して下さい。
    採用書類の受付・辞退の書類取扱期限は、各キャンパスで異なり
　 ますのでご注意ください。

※印鑑登録証明書：各市町村が発行（３カ月以内）の原本を提出のこと。

①　連帯保証人（保護者）は、本人と連帯して貸与された奨学金
　の弁済の責を負い、父母または父母に代わる保護者でなければ
　なりません。

②　連帯保証人（保護者以外の方）は、本人と連帯して貸与され
　た奨学金の弁済の責を負い、原則として次の（ア）～（エ）の
　条件を全て満たす人でなければなりません。
（ア）４親等以内の親族（父母を除く兄弟姉妹・おじ・おば・い
　　とこ等）
（イ）本人および連帯保証人（保護者）と別生計
（ウ）20歳以上かつ65歳未満
（エ）保証能力のある人（無収入の人は不可）
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異 動

　在学中、奨学生本人または連帯保証人に、次に該当する事項が生じた
ときは、速やかに異動の願または届を提出してください。これを怠ると
奨学生としての資格を失うことがあります （P.４　表１参照）。

（1） 奨学生または連帯保証人に氏名の変更があったとき。
（2） 奨学生または連帯保証人に住所の変更があったとき。
（3） 連帯保証人を変更したいとき。
（4） 退学または死亡したとき。
（5） 転学部または転学科したとき。

―願・届と奨学生番号―
（1） 願・届等の手続きは、その都度あなたが所属する各キャンパスの奨
　　　学金担当窓口まで用紙を請求し添付書類とともに提出してください。

・東大阪  （院・法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際・情報・短大）の奨学生　
→  学生部奨学課
→  学生支援課
→  学務課
→  教務･学生担当奨学金係
→  学生担当奨学金係
→  学生支援課

・奈　良キャンパス（院・農）の奨学生
・大阪狭山キャンパス（院・医）の奨学生
・和歌山キャンパス（院・生物理工）の奨学生
・広　島キャンパス（院・工）の奨学生
・福　岡キャンパス（院・産業理工）の奨学生

（2） 願・届用紙は、近畿大学webサイトからもダウンロードできます。

https://www.kindai.ac.jp/→ 学生生活・就職→学費・奨学金等→
近畿大学独自の奨学金→ 返還について

（3） 願・届等のときは、忘れずに “奨学生番号” を正確に記入してくだ
　　さい。奨学生番号が無記入または誤記入の場合は、願・届等の処理が
　　遅れることもありますのでご注意ください。
（4） 願・届等奨学金関係の諸手続きのときは、必ず“奨学生採用通知”
　　を持参してください。
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<　　 >お願い 同姓同名で間違えることがあるので、願・届書等には奨
学生番号を正確に記入してください。

<　　 >様式１

<　　 >様式１

<　　 >様式１

<　　 >様式１

<　　 >様式１

<　　 >様式６

<　　 >様式６

（表１）

転学部・転学科

休 学

退 学

除 籍

死 亡

改姓・改名

住 所 変 更

提 出 の 事 由 添付書類 提出（申請）先

自
分
の
在
籍
す
る
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
の
奨
学
金
担
当
窓
口

連帯保証人
の改姓・改名
・住所変更

連帯保証人
の変更

奨学生採用
通知・奨学
生のてびき
再交付願

転学部・転学科をしたとき

休学をしたとき

退学をしたとき

除籍となったとき

本人が死亡したとき

本人が改姓・改名をし
たとき

本人が住所を変更した
とき

<　　 >様式６

連帯保証人が改姓・改名
したとき
連帯保証人が住所を変更
したとき

<　　 >様式７
連帯保証人を変更する
とき

<　 　>様式９
紛失・汚損したとき

な し

な し

な し

な し

な し

診断書等その事由
がわかる公の証明

※印鑑登録証明書

̶　4　̶

※印鑑登録証明書：各市町村が発行（３カ月以内）の原本を提出のこと。
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近 畿 大 学 奨 学 金

異 動 願

願 ・ 届 の 様 式

近畿大学奨学生委員会委員長  殿

下記の異動が生じましたので、よろしくお願いします。

区　　分
院（修・前・後・医・法科）
大学・短大

研究科
学　部

専攻
学科

学　籍　番　号

学籍番号：左詰めで、ハイフン（-）
を入れて（１マスとして）記入して
ください。

研究科・学部 専攻・学科 学年 印

年　　　月　　　日

氏　　  名

いずれかを○印でかこんでください。

１．退　学

２．除　籍

３．死　亡

４．休　学

転学部
（転学科）

退学・除籍・原級
死亡・休学の日付

従前の学部 従前の学科 学年
院・大学
短大

記入されている個人情報については、近畿大学奨学金業務のためのみ利用するものであって、
その他の目的に使用することは一切ありません。

２０　　  年　　  月　　   日

大
学
記
入
欄

受 付 印

学籍上
の日付

５．

異 動 内 容

奨学生番号

（　）

学 籍 番 号

̶　5　̶

<　　 >様式１

̶
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近 畿 大 学 奨 学 金

異 動 願

願 ・ 届 の 様 式

近畿大学奨学生委員会委員長  殿

下記の異動が生じましたので、よろしくお願いします。

区　　分
院（修・前・後・医・法科）
大学・短大

研究科
学　部

専攻
学科

学　籍　番　号

学籍番号：左詰めで、ハイフン（-）
を入れて（１マスとして）記入して
ください。

研究科・学部 専攻・学科 学年 印

年　　　月　　　日

氏　　  名

いずれかを○印でかこんでください。

１．退　学

２．除　籍

３．死　亡

４．休　学

転学部
（転学科）

退学・除籍・原級
死亡・休学の日付

従前の学部 従前の学科 学年
院・大学
短大

記入されている個人情報については、近畿大学奨学金業務のためのみ利用するものであって、
その他の目的に使用することは一切ありません。

２０　　  年　　  月　　   日

大
学
記
入
欄

受 付 印

学籍上
の日付

５．

異 動 内 容

奨学生番号

（　）

学 籍 番 号

̶　5　̶

<　　 >様式１

̶
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【転居】 変更がある人についてのみ記入してください。

<　　  >様式６   

近畿大学奨学金 改氏名・転居 届

学校法人近畿大学　理事長　殿
届出日　　　  年　　月　　日

下記の事項を変更しましたので、お届けします。

※記入された個人情報については、近畿大学奨学金業務のためにのみ利用されます。
この利用目的の適正な範囲において、あなたの情報が学校・金融機関および業務委託
先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。

奨学生番号

―

生年月日

年　　　月　　　日

氏　名 印

新住所

本人氏名

連帯保証人 （保護者）氏名

連帯保証人 （保護者以外）氏名

〒

TEL　

〒

〒

：

TEL　：

TEL　：

大学受付印

本 人
フリガナ フリガナ

新 旧

印

連 帯 保 証 人
（ 保 護 者 ）

フリガナ フリガナ
印

連 帯 保 証 人
（保護者以外）

フリガナ フリガナ
印

印

【改氏名】 変更がある人についてのみ記入してください。
改名（改姓を除く）の場合は、その事実のわかる証明書（新旧氏名のわかる公的証明）を添付して提出してください。

データ
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学　部

※１．奨学生採用通知　　２．奨学生のてびき再交付願

〈様式９〉

※該当のものに○印を
　つけてください。

近畿大学奨学生委員会委員長　殿◎
年
は
西
暦
下
二
桁
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

年　　月　　日

奨学生番号 ※区分 学　部 学科･科 学年 学 籍 番 号 ふりがな
院

短　大

（研究科）（専　攻）
氏名

（〠　　　　　　）
ふりがな

現住所

（　　　　　　　　　　　）方

TEL（　　　 ）　　　－

下記の事由により再交付をお願いします。
（事由）

大
学
記
入
欄

受　　付 交　　付 係　　印 備考

年　月　日 年　月　日

記入されている個人情報については、近畿大学奨学金業務のためにのみ利用するものであって、
その他の目的に使用することは一切ありません。

―
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　返還は、離籍（卒業・修了・退学・除籍）した翌年度の12月30日が第
１回目の返還期日となります。 ２回目以降は毎年12月30日が返還期日
となります。返還期日の案内は毎年12月上旬にお知らせします。
　※口座振替は返還期日が12月27日になります。

（2）返還期日

（1）返還開始の時期と返還年賦額
　在学中に貸与した奨学金の内訳、〔卒業（修了）年の12月より開始
される〕返還予定表および「返還のてびき」を最高学年の２月中旬に
配付します。

（3）返還年賦額

（4）返還金の滞納

　貸与総額に応じて（表２）の返還年賦額となり、この返還年賦額で
完了するまで返還することになります。
　貸与総額が240万円を超える場合は、貸与総額を20年で割った額が、
返還年賦額となります。

　約束の返還期日を過ぎると、滞納した割賦元金に対して、年５％の
割合で計算した額の延滞利息を徴収します。
　また、返還期日での支払いを２度怠る場合などには、大学からの通
知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに残額を一括して
支払わなければならないので注意してください。

奨 学 金 の 返 還
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近畿大学奨学金返還年賦額表

※240万円を超える場合は、貸与総額を20（年）で割った額

（別表）

返　還　総　額 返還期間 返還年賦額

2　年

4　年

5　年

6　年

7　年

8　年

9　年

10　年

11　年

12　年

13　年

14　年

15　年

16　年

17　年

18　年

19　年

20　年

１００,０００円

２００,０００円

３００,０００円

４００,０００円

５００,０００円

６００,０００円

７００,０００円

８００,０００円

９００,０００円

１,０００,０００円

１,１００,０００円

１,２００,０００円

１,３００,０００円

１,４００,０００円

１,５００,０００円

１,６００,０００円

１,７００,０００円

１,８００,０００円

１,９００,０００円

２,０００,０００円

２,１００,０００円

２,２００,０００円

２,３００,０００円

２,４００,０００円

１０５,０００円

１１０,０００円
１１５,０００円

１２０,０００円

１００,０００円

５０,０００円

６０,０００円

８０,０００円
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近畿大学奨学金は、必ず本人及び連帯保証人が以下の「近畿大学奨学金
規程」「近畿大学奨学金規程施行細則」を確認および同意したうえで申
込みをしてください。
○近畿大学奨学金規程
　（目的）
第１条　奨学金は、本学に在学する学生のうち、健康にして人物・学業
ともに優秀でありながら、経済的理由により修学が困難な者に対して
学資（授業料等）の一部を給付又は貸与（以下「給・貸与」という。）
し、学業を継続させることを目的とする。
　（奨学生及び奨学金）
第２条　この規程により給付を受ける学生を給付奨学生、貸与を受ける
学生を貸与奨学生といい、各々給・貸与される学資を給付奨学金・貸
与奨学金という。
２　奨学金の種類は次の通りとする。
　（１）　給付奨学金
　　①　近畿大学給付奨学金
　　②　近畿大学入学前予約型給付奨学金
　（２）　貸与奨学金
　　①　近畿大学奨学金
　　②　近畿大学応急奨学金
　　③　近畿大学災害特別奨学金
　（委員会）
第３条　奨学生の選考並びに奨学金に関する諸事項を審議するため、奨
学生委員会（以下「委員会」という。）を置く。
２　委員会は、次の者をもって構成し、学生部長が委員長となる。
　学生部長・各学部学生部長補佐・事務部関係部課長・その他委員長が
必要と認める者
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３　委員会に幹事を置き、学生部奨学課長をあてる。
４　委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
　（所管）
第４条　奨学金に関する事務は、学生部奨学課が行う。
　（奨学金の給・貸与金額）
第５条　奨学金は、給付奨学金は年額 30 万円、貸与奨学金は年額 60 万
円（法科大学院、薬学部「医療薬」は 80 万円）とし、その給・貸与
の期間は、原則として１カ年（当該年度限り）とする。翌年度以降も
給・貸与を希望する者は改めて願出なければならない。
２　奨学金を受けることができる年数は正規修業年限内とする。
３　貸与奨学金は無利子とする。
　（応急・災害特別奨学金）
第６条　家計支持者の死亡や不時の災害等により家計が急変した者に対
して、特別に奨学金を貸与することができる。
２　貸与額は年額 60 万円とするが、委員会において必要と認めた場合
は、この限りでない。
　（応急・災害特別奨学金の分割貸与）
第６条の２　感染症のまん延を予防するための非常事態宣言の発出その
他緊急かつ大規模な社会的変化が生じた場合において、委員会が必要
と認めたときは、前条第一項に基づく奨学金につき、10 万円を単位
として同条第 2項に基づく貸与額に満つるまで、分割して貸与するこ
とができる。
　（臨時応急奨学金）
第６条の３　感染症のまん延を予防するための非常事態宣言の発出その
他緊急かつ大規模な社会的変化が生じた場合において、委員会が必要
と認めたときは、理事長の承認を得て、臨時の奨学金を貸与すること
ができる。
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２　前項に基づき貸与する奨学金の額は、年額20万円を基礎とし、当該
社会的変化に対応するため緊急に必要となる費用を勘案のうえ定める
ものとする。
　（誓約書及び借用証書）
第７条　給付奨学生として採用された者は所定の誓約書を、また貸与奨
学生として採用された者は奨学金借用証書を、それぞれ提出しなけれ
ばならない。
２　前項の借用証書は、本人及び連帯保証人２名それぞれが署名押印し、
連帯保証人２名については各々印鑑登録証明書を添付しなければなら
ない。
３　前項の規定にかかわらず、前条に基づく奨学金の貸与を受ける者に
ついては、借用証書に付す連帯保証人は１名で足るものとする。
　（異動）
第８条　貸与奨学生、貸与奨学生であった者又はそれらの連帯保証人（以
下「貸与奨学生等」という。）は、次の各号の一に該当する事項が生
じたときは、直ちに届出なければならない。
　（１）　貸与奨学生等の氏名、住所、勤務先その他重要な事項の変更が

あったとき。
　（２）　連帯保証人を変更する必要が生じたとき。
　（３）　貸与奨学生が転学部、転学科若しくは編入学し、又は大学院（含

専門職）等に進学したとき。
　（４）　貸与奨学生が休学又は退学したとき。
　（５）　貸与奨学生等が死亡したとき。
　（取消）
第９条　奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給・貸与を
取消す。
　（１）　停学又は退学の処分を受けたとき。
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　（２）　申込書類に虚偽の記載を行い給・貸与を受けたとき。
　（３）　素行が奨学生としてふさわしくないとき。
　（４）　休学又は退学したとき。
　（返還）
第10条　奨学金は、次の各号に従って返還しなければならない。
　（１）　貸与奨学金は、近畿大学奨学金規程施行細則に定める方法に

従って返還しなければならない。
　（２）　前条第１号、第２号及び第３号により奨学金の給・貸与を取

消されたときは、遅滞なく奨学金の全額を返還しなければなら
ない。

　（３）　在学中の返還は、一括返還のみ（分割返還不可）とする。
　（返還猶予）
第11条　貸与奨学生が次の各号の一に該当するときは、願出によって
奨学金の返還を猶予することがある。
　（１）　災害又は疾病によって返還が困難となったとき。
　（２）　本学又は他大学の大学院（含専門職）などに在学するとき。
　（３）　その他止むを得ない事由が生じたとき。
２　貸与奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を明記し
た奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第12条　前条に基づき返還猶予が認められる場合を除き、奨学生又は
奨学生であった者が奨学金の返還を怠ったときは、延滞利息を徴収
する。
　（返還金の減免）
第13条　貸与奨学生が死亡又は身体障害などのため、その奨学金の未
返済額の全部又は一部について返還が不能又は著しく困難となった
ときは、願出により、その全部又は一部の返還を減免することがある。
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２　貸与奨学金の返還減免を受けようとするときは、次の各号の書類
を添付し奨学金返還減免願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは死亡診断書又は戸籍抄本、身体障害などに

よるときはその事実又はその程度を証する医師の診断書。
　（２）　返還不能の理由書。
３　前項による返還減免願は、返還不能の事由が発生したときから１
年以内に提出しなければならない。
４　第２項の規定に基づき奨学金返還減免願の提出があったときは、
審査決定し、その結果を奨学金返還減免願提出者に通知する。
　（細則）
第14条　この規程の施行について必要な事項は、細則に定める。
　　附　則
この規程は、昭和30年10月１日から施行する。
　　附　則（昭和53年９月１日）
この規程の改正は、昭和53年９月１日から施行する。
　　附　則（平成13年12月１日）
この規程の改正は、平成13年12月１日から施行する。
　　附　則（平成16年４月１日）
この規程の改正は、平成16年４月１日から施行する。
　　附　則（平成17年４月１日）
この規程の改正は、平成17年４月１日から施行する。
　　附　則（平成30年４月１日）
この規程の改正は、平成30年４月１日から施行する。
　　附　則（令和２年４月１日）
この規程の改正は、令和２年４月１日から施行する。
　　附　則（令和２年５月１日）
この規程の改正は、令和２年５月１日から施行する。
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○近畿大学奨学金規程施行細則
第１章　総則
　（募集）
第１条　在学生に対する給付奨学金の募集は、毎年６月から７月に行い、
貸与奨学金の募集は毎年４月に行う。
２　新入生に対する入学前予約型給付奨学金の募集は、入学前年度の11
月から３月までに行う。
３　前各項の規定にかかわらず、臨時・緊急の奨学金（近畿大学奨学金
規程第６条の２又は第６条の３に基づく奨学金をいい、以下この細則
において同じ。）については、その必要性に応じて随時募集する。
　（提出書類）
第２条　奨学金の給・貸与を受けようとする者は、次の各号の書類を提
出しなければならない。
　（１）　所定の奨学金申込書
　（２）　家庭（家計支持者）の経済状況を証明するもの
　　①　市区町村発行の当該年度所得証明書
　　②　給与所得者は①及び事業所発行の当該年給与所得の源泉徴収票
　　③　上記②以外の所得者は、①及び当該年の確定申告書等（控）の写し
（３）　学業成績を証明するもの（入学前予約型給付奨学金の場合は不要）
　　①　一年生は、出身高校の成績証明書
　　②　二年生以上は、本学の成績証明書
　　③　大学院学生（含専門職）は、出身大学の成績証明書及び大学院
（含専門職）の成績証明書
（４）　災害や緊急の場合は、その事由を明らかにできる公的な証明書
（５）　その他必要と指示された書類
２　前項の規定にかかわらず、臨時・緊急の奨学金の給・貸与を受けよう
とする者については、同項第２号ないし第４号に定める書類の全部又
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は一部につき、提出を要さないものとすることができる。
　（奨学生の選考）
第３条　給付奨学生の選考は、家庭の経済事情、学業成績及び人物を重
点的に審査し、健康・その他の事情を勘案し決定する。貸与奨学生の
選考は、家庭の経済事情を重点的に審査し、学業成績・人物・健康・そ
の他の事情を勘案し決定する。
２　臨時・緊急の奨学金に関する選考においては、機を逸することがな
いよう、迅速に審査するものとする。
　（採用通知）
第４条　奨学生の採用を決定したときは、本人及び連帯保証人に通知す
る。
　（給・貸与方法）
第５条　原則として、給付奨学金は、毎年９月に給付を行い、貸与奨学
金は、毎年７月に貸与を行う。
２　給付奨学生は、奨学金受領後、所定の受領証を提出しなければなら
ない。ただし、振込により給付を受ける場合は、この限りでない。
３　臨時・緊急の奨学金は、選定後すみやかにその給・貸与を行う。
第２章　貸与奨学金
　（連帯保証人）　
第６条　貸与奨学金を受ける者は、次に掲げる連帯保証人を付さなけれ
ばならない。
　（１）保護者（父母又はこれに代わる者）1名
　（２）本人及び前号に掲げる者と生計を別にし、弁済能力のある者　1
名

２　連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、変更の理由を記載し
た連帯保証人変更届を提出し、前項の要件を満たす新たな連帯保証人
へと速やかに変更しなければならない。
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３　複数の貸与奨学金を受ける者は、その全てにおいて同一の連帯保証
人を付さなければならない。なお、既に貸与を受けている奨学金と異
なる連帯保証人を付して貸与奨学金を受けるときは、その申請に合わ
せて、既に貸与を受けている奨学金につき、前項に従い連帯保証人の
変更を行わなければならない。
４　前各項に基づく連帯保証人の選任・変更においては、その適格を審
査したうえで、これを認めない場合がある。
５　臨時・緊急の貸与奨学金を受ける者については、第１項第２号に定
める連帯保証人を付すことを要しないものとする。
　（返還方法）
第７条　貸与奨学金の返還は、別表に定める貸与総額に応じた年賦額を
支払う方法による。
２　返還期限は、卒業（修了）又は退学の年度の翌年12月末日を第１回
目とし、以降毎年12月末日を返還期限とする。
３　第１項の規定にかかわらず、臨時・緊急の貸与奨学金に係る返還は、
10年間の年賦によることができる。
　（返還通知）
第８条　返還については、返還開始以前に返還予定表とその方法につい
て本人に通知するものとする。
　（期限の利益喪失等）
第９条　貸与奨学生に、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、大
学からの通知催告がなくとも、当然に期限の利益を喪失し、直ちに残
額及び延滞利息を一括して支払うものとする。
　①　返還期日での返還を２度怠ったとき
　②　近畿大学奨学金規程第８条第１号の規定に違反したとき
　③　近畿大学奨学金規程第９条第１号ないし第３号の規程に基づき、

貸与を取り消されたとき
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　④　破産又は民事再生の申立てがあったとき
２　返還金が返還期日に支払われない場合には、本人及び連帯保証人に
対し、返還の督促を行うものとする。督促にかかる費用は、本人及び
連帯保証人の負担とする。
３　延滞利息は、年５％とする。
４　返還期日に遅れて支払われた返還金は、督促費用、割賦金の返還期
日の到来順の延滞利息、元金の順に充当するものとする。
　（管轄裁判所）
第10条　近畿大学奨学金に関する訴訟は、近畿大学の所在地を管轄する
地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所と定める。
　　附　則
この細則は、昭和30年10月１日から施行する。
　　附　則（昭和52年４月１日）
この細則の改正は、昭和52年４月１日から施行する。
　　附　則（平成13年12月１日）
この細則の改正は、平成13年12月１日から施行する。
　　附　則（平成16年４月１日）
この細則の改正は、平成16年４月１日から施行する。
　　附　則（平成18年４月１日）
この細則の改正は、平成18年４月１日から施行する。
　　附　則（平成30年４月１日）
この細則の改正は、平成30年４月１日から施行する。
　　附　則（令和２年４月１日）
この細則の改正は、令和２年４月１日から施行する。
　　附　則（令和２年５月１日）
この細則の改正は、令和２年５月１日から施行する。



　このてびきには、近畿大学奨学生に必要な事項が記載されていますので、必
ず熟読のうえ内容を理解してください。また、本書は長期にわたって使用しま
すので、紛失しないよう保管に注意してください。万一紛失したときは、直ち
に再交付を願い出てください。

̶　23　̶

願・届出等の記録

年 月 日 願 ・ 届 出 の 内 容

　このてびきには、近畿大学奨学生に必要な事項が記載されていますので必
ず熟読のうえ内容を理解してください。また、本書は長期にわたって使用し
ますので、紛失しないよう保管に注意してください。万一紛失したときは、
直ちに再交付を願い出てください。

（個人情報の取扱について）
　願・届出で取得した情報は奨学金管理および返還業務に利用されます。こ
の目的の適正な範囲内において、提供された情報が、業務委託先に必要に応
じて提供されます。
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卒業まで大切に
活用してください

近畿大学奨学生のてびき

近畿大学
 

近 畿 大 学

東大阪キャンパス

学 生 部 奨 学 課

奈 良 キ ャ ン パ ス

学 生 支 援 課

大阪狭山キャンパス

学 務 課 奨 学 金 係

和歌山キャンパス

           

広 島 キ ャ ン パ ス

学生担当奨学金係

教務・学生担当奨学金係

福 岡 キ ャ ン パ ス

学生支援課奨学金担当

近畿大学ホームページ

（あなたが在籍している学部キャンパスへ）

 

（農学部）

（医学部）

（生物理工学部）

（工学部）

（産業理工学部）

（法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際・情報・短大）
〠577-8502
東大阪市小若江３-４-１

電話（06）4307－3064
Fax（06）6721－6371

〠631-8505
奈良市中町3327-204

電話（0742）43－1849
Fax（0742）43－1155

〠589-8511
大阪狭山市大野東377-2

電話（072）366－0221
Fax（072）366－2106

〠649-6493
紀の川市西三谷930

電話（0736）77－3888           
Fax（0736）77－7011

https://www.kindai.ac.jp

〠739-2116
東広島市高屋うめの辺１番

電話（082）434－7007
Fax（082）434－7011

〠820-8555
飯塚市柏の森11-６

電話（0948）22－5655
Fax（0948）23－0536

奨学金に関するお問い合わせおよび願・届出先

R4.  6 . 880
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